
※　銀行法、保険業法などの他法令で「身内」として整理されている範囲。

継続雇用制度の雇用先の特例の拡充

子会社Ａ 子会社Ｂ 

子会社 

議決権50％以上など（※） 

議決権20％以上など（※） 

関連会社 

今回新たに 

法整備 

従来の運用を 

法令で明確化 

今回新たに 

法整備 

従来の運用を 

法令で明確化 

事業主 

参照条文：銀行法第13条の２、銀行法施行令第４条の２、銀行法施行規則第14条の７ 

       保険業法第100条の３、保険業法施行令第13条の５の２・第14条、保険業法施行規則第52条の12の２ 
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